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北海道教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課長 田 中 賢 一 

 

児童生徒の性被害防止に向けた取組について（通知） 

このことについて、北海道警察本部生活安全部長から、別添写しのとおり依頼がありましたので通知

します。 

本年上半期における児童ポルノ等の性被害を受けた道内の児童生徒数は若干減少しているものの、被

害状況では、ＳＮＳの利用に起因する性被害が大幅に増加するなど、依然として憂慮すべき状況にあり

ます。 

こうしたことから、夏季休業を迎えるに当たり、各学校において、児童生徒がＳＮＳの利用に起因す

る性被害を含めた犯罪被害に遭わないよう十分な指導を行う必要があります。 

つきましては、性被害の防止に向け、児童生徒に対し、インターネットの利用に伴う危険性等につい

て指導するとともに、別添資料を活用するなどして、保護者に対する啓発活動に取り組むようお願いし

ます。 

 

（生徒指導・学校安全グループ） 

各 教 育 局 長 

各 道 立 学 校 長 

各市町村教育委員会教育長 

（各市町村立学校長） 

様 



道 本 少 ( 非 ) 第 1 2 7 号

令 和 元 年 ７ 月 1 0 日

北 海 道 教 育 庁

教育部長 平 野 正 明 殿

北海道警察本部生活安全部長

白 井 弘 光

子供の性被害防止に向けた取組について（依頼）

盛夏の候、貴職におかれましては、益々御清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素から少年の非行防止対策を始めとする各種警察活動に格別の御理解

と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本年上半期の道内における児童買春や児童ポルノを始めとする子供の性

被害は、被害少年が110人と前年同期に比べ５人減少しているものの、ＳＮＳの

利用に起因する被害少年が大幅に増加し、被害全体の半数以上を占め、依然とし

て憂慮すべき状況にあります。

また、小学生がＳＮＳを通じて知り合った男に騙され、自分の裸を撮影させら

れた上、メール等で送信させられるという「自画撮り被害」を複数、認知してお

り、今後も同種事案の発生が懸念されるほか、これからの時期は、夏休みや祭典

などで子供達の気持ちが開放的になり、家出や無断外泊などが原因で犯罪被害に

遭うケースが多くなることも心配されます。

つきましては、貴所管の各学校に対し、インターネット利用に潜む危険性に関

する児童生徒への指導のほか、子供が使用するスマートフォン等には必ずフィル

タリングを設定すること、インターネットの利用に関する家庭でのルールづくり

について、別添資料を活用の上、保護者の方々に注意喚起していただくなど、子

供の性被害防止に向けた取組に特段の御配意をお願い申し上げます。

併せて、各市町村教育委員会に周知いただきますようお願い申し上げます。

北海道警察本部少年課

課長補佐 大川善照

電話 011-251-0110 内線3064



近年、中学生や高校生だけでなく、低年齢の児童にもインターネットの利用が広まっており、

スマートフォン等からＳＮＳ等を利用して児童が性犯罪等の被害に遭う事例が増加しています。
「北海道青少年健全育成条例」では、保護者は子供たちが有害情報を閲覧・視聴することの

ないようフィルタリングの設定に努めることを定めており、また、平成30年２月には「青少年
インターネット環境整備法」が改正され、携帯電話販売店等にフィルタリングに係る説明義務、
フィルタリングの有効化措置義務などが新設されました。

保護者の方は、子供が使用するスマートフォンや携帯電話には、必ずフィルタリングを
設定しましょう。

北 海 道 警 察

【被害に遭った少年の学職別の割合】

「自画撮り被害」とは、児童生徒などがＳＮＳ等で知り合っ
た相手にだまされたり、脅されたりして自分の裸体を撮影させ
られた上、メール等で送信させられる被害のことです。

【被害に遭った少年の推移（人）】

【被害に遭った少年の学職別の割合】

インターネット等の

利用に関する家庭内の

ルールについて、保護者

と児童生徒の認識には

差が見られます。

家庭のルールについ

て再確認が必要です。

〔平成30年度 内閣府調査〕

別添資料

ルールがあると回答した割合（％）



ミニ知識①

携帯電話 スマートフォン

使う目的をよく考えて、携帯電話かスマホか選びましょう。

●メール機能やカメラ

機能がある電話機

●利用者が機能を追加

することは難しい

●通話機能があるPCか

ら派生した小型機器

●アプリにより新たな

機能を追加できる

ミニ知識②

インターネットには子供に見せたくないウェブサイトが数多くあります。

出会い系サイト

ギャンブル

自殺

アダルト

ドラッグ

掲示板サイト

インターネット

ミニ知識③

スマートフォンには、３種類のフィルタリングが必要です。

有害サイト

違法サイト

スマートフォンは３通りの方法でインターネットへ接続できます。

携帯電話回線
※従来の携帯電話と同じ接続方法

無線LAN（Wi-Fi）回線
※パソコンと同じ接続方法

アプリによる接続

ミニ知識④

フィルタリングは携帯電話会社や機種などよって設定方法が異なります。

LINEを使

いたくて

スマホに

した。

LINEをフ

ィルタリ

ングがブ

ロック！

危険なサイトもア

プリも使えるよう

になってしまう！

子供にせがまれ、

フィルタリングを

解除した。

フィルタリングの

設定でLINEだけ

許可した。

フィルタリングを

生かしたまま、

LINEは使える！

教えて、ほくと君！ ～ケータイ・スマホの素朴なギモン～

LINEを使いたいから、スマートフォンが

ほしいと言われるんだけど…

携帯電話とスマートフォンには、通信方

法など大きな違いがあります。子供にスマ

ートフォンを持たせることは、パソコンを

持たせることと同じです。

フィルタリングを設定しなくて

も、大丈夫じゃないの？

インターネット上には危険なワナがたくさ

んあります。子供が使用する携帯電話やスマ

ートフォンには、フィルタリングの設定が絶

対に必要です。

スマートフォンは、フィルタリング

を設定できないとか、設定しても意味

がないとか聞いたけど…

そんなことはありません。フィルタリング

の方法が改善されており、スマートフォンで

も設定することができます。

「フィルタリングをかけると、LINE

などが使えなくなるからかけないで」

と言われるんだけど…

大丈夫です。アプリを個別に許可する機

能があるアクセス制限カスタマイズ方式の

フィルタリングを活用しましょう。

家庭でのルールづくりの一例
「スマホ18の約束 母から子へ（東京新聞H25.1.8）」

①携帯は、あなたに貸しています。②パスワードの報告

③電話が鳴ったら出ること。④19:30から7:30まで電源を

オフにして私に返却 ⑤スマホは学校に行けない。⑥壊した

場合の修理は自己負担。⑦スマホで嘘をつかない、人を馬鹿

にしない。⑧面と向かって言えないことをスマホでしない。

⑨親の前で言えないことをメールにしない。⑩ポルノ禁止

⑪公共の場では消音 ⑫恥ずかしい写真を送らない。⑬写真

の取り過ぎ注意 ⑭スマホなしの生活もすること。⑮様々な

音楽を聴くこと。⑯知的ゲームをすること。⑰上を向いて歩く。

⑱失敗は没収します。


